
２０２５年 12月 19日 

 

ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ株式会社 

 

「電気・ガス料金負担軽減支援」の実施について 

 

この度、経済産業省が実施する「電気・ガス料金負担軽減支援」により、お客さまの電気料金に対して値引きを

実施いたします。値引きの実施にあたり、お客さまご自身でのお手続きやお申込みは不要です。 

本支援の詳細は、経済産業省のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。 

 

記 

１．値引きの内容(*1) 

高圧契約のお客さまを対象に、２０２６年１月検針分から３月検針分までの電気料金について、以下の値引き

単価を適用いたします。（特別高圧のお客さまは対象外です。） 

（税込） 

対象月(*2) １kWhあたりの 

値引き単価 

１ヵ月あたりの 

電気料金への影響額(*3) 

２０２６年１月検針分・２月検針分 ２．３円／kWh ▲２３，０００円／月 

２０２６年３月検針分 ０．８円／kWh  ▲８，０００円／月 

(*1) 政府の決定により変更となる可能性がございます。 

(*2) 検針日が毎月１日のお客さまは、２０２６年３月検針分から２０２６年５月検針分まで値引きいたします。 

(*3) 使用電力量１０，０００kWhの場合の参考値です。 

 

※２０２５年４月検針分（検針日が毎月１日のお客さまは２０２５年５月検針分）までの電気・ガス料金負担軽減支

援による値引きについては、こちらをご覧ください 

※２０２５年１０月検針分（検針日が毎月１日のお客さまは２０２５年１１月検針分）までの電気・ガス料金負担軽減

支援による値引きについては、こちらをご覧ください 

 

２．請求書における値引きに関する表示 

値引き対象月の電気料金の請求書には、政府の支援に基づく値引きが実施されている旨を表示いたしま

す。また、本値引きは燃料費等調整額から減額しており、請求書に記載の燃料費等調整単価は、値引き適

用後の単価です。請求書における表示の詳細は、別紙をご覧ください。 

※お客さまページに掲載する請求書（仮）については、値引きが実施されている旨の表示がない場合がありますが、値引き対象月であれば、 

値引きが反映された燃料費調整単価が記載されています。 

３．お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

■電気・ガス料金支援に関するお問い合わせ先 

経済産業省 資源エネルギー庁 お客さま向け窓口 

＜フリーダイヤル＞０１２０－０１３－３０５（平日９：００～１７：００） 

■ご契約内容に関するお問い合わせ先 

ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ株式会社 特別高圧・高圧電力お客さま窓口  

＜電話＞０３－５１４４－５３４５ 

（月曜日～金曜日 ９：００～１７：２０、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く） 

 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
https://eneospower-co.wjopen.jp/cmsdata/filelib/info_20241226.pdf
https://www.eneos-power.co.jp/business/denki/kouatsu/pdf/20250620.pdf


 

以上 

 

別紙（請求書における値引き表示） 

 

 

請求書左側上部の欄外 

政府の支援で、使用量×2.3円/kWh が燃料費等調整額（項目３）から値引きされています。（特別高圧は除く） 

詳細は、お客さまページに掲載の「燃料費等調整単価のお知らせ」をご覧ください。 

請求書右側の項目名 
 
３．燃料費等調整額（負担軽減支援による値引きを含む）、再生可能エネルギー発電促進賦課金 


